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【韓国】 大衆文化芸術産業発展法の制定 
海外立法情報課 藤原 夏人  

 
＊芸能人が置かれている劣悪な労働環境を改善し、女性芸能人に対する人権侵害を防ぐことを

目的とした「大衆文化芸術産業発展法」（通称「チャン・ジャヨン法」）が制定された。 

 
 

1 韓国の芸能人の労働環境 

 1990 年代後半以降、日本を含む海外において、ドラマ、映画、K-POP 等、韓国の

文化コンテンツに対する人気が高まり、「韓流」ブームを巻き起こした。その一方で、

「韓流」を支える歌手、俳優等の芸能人が、劣悪な労働環境に置かれていることが問

題となっている。芸能事務所が、所属する芸能人に対し、長期専属契約（通称「奴隷

契約」）、不公正な収益配分、不透明な金銭の負担、過密スケジュール等を強要する事

例が発生しており、未成年の芸能人に対する学習権侵害も指摘されてきた。  
 
2 女性芸能人に対する深刻な人権侵害 

劣悪な労働環境に加え、女性芸能人に対して、芸能事務所関係者からの性暴力や、

スポンサー、放送関係者等への性接待（通称「性上納」）の強要等、深刻な人権侵害が

発生している。この問題が社会的に大きな注目を集める契機となったのが、2009 年の

女優チャン・ジャヨン氏の自殺である。自殺の原因は性接待を強要されたためと報じ

られ、韓国社会に衝撃を与えた（真相は明らかになっていない）。  
同年末、国家人権委員会が韓国女性政策研究院に委託して実施した「女性芸能人人

権侵害実態調査―演技者を中心に」によると、調査対象となった女優 111 人及び女性

練習生 240 人中、性暴力の被害にあった割合は、それぞれ 6.5%、3.9%であった。ま

た、女優の 60.2%、女性練習生の 29.8%が性接待に勧誘された経験があると回答した。  
 
3 制定に至る経緯 

これらの問題に対処するため、2009 年、公正取引委員会は、芸能事務所と芸能人と

の専属契約の標準契約約款を作成し、普及を始めた。また、文化体育観光部（部は省

に相当）は 2012 年、「芸能マネジメント産業先進化案」を公表し、原因の一つとされ

る芸能事務所の乱立を防ぐための登録制導入等を進めることを明らかにした。  
国会においても、登録制を導入する「芸能マネジメント事業法案」（2009 年）及び

「大衆文化芸術産業発展支援に関する法律案」（2010 年）並びに未成年を保護する「児

童芸能人勤労者保護等に関する法律案」（2010 年）が議員立法により発議された。い

ずれも第 18 代国会の任期満了に伴い廃案となったが、続く第 19 代国会開会後の 2012
年、与党セヌリ党パク・チャンシク議員（韓国ドラマ制作者協会会長）により、「大衆

文化芸術産業発展支援に関する法律案」が再び国会に発議され、政府も同法制定を後
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押しした。同法は国会審議を経て 2014 年 1 月 28 日に公布された（公布後 6 か月経過

後施行）。なお、法律の題名は審議の過程で「大衆文化芸術産業発展法」に変更された。  
 

4 概要 

(1) 契約（第 7 条）及び標準契約約款（第 8 条） 

 芸能事務所と芸能人との間で交わす契約書に、契約期間、収益の配分等の所定の事

項を記載すること及び文化体育観光部長官（以下「長官」）が公正取引委員会と協議し

て標準契約約款を整備し、普及させることが義務付けられた。  
(2) 禁止行為（第 16 条）、未成年関連禁止行為（第 20 条）及び当該行為への罰則（第 39 条） 
 芸能事務所等の関係者に対し、芸能活動に関連した利益の供与、不利益の防止等に

結びつく性行為の斡旋・勧誘及び暴行又は脅迫による性行為の強要が禁止された。ま

た、芸能コンテンツの制作過程において未成年（19 歳未満）に性行為等をさせること

も禁止された。性行為を斡旋・勧誘した者は 3 年以下の懲役又は 3 千万ウォン以下の

罰金に、暴力又は脅迫により性行為を強要した者は 10 年以下の懲役又は 1 億ウォン以

下の罰金に、未成年に性行為等をさせた者は 5 年以上の有期懲役に処する。  
(3) 実態調査（第 18 条） 
 長官に対し、大衆文化芸術産業（芸能産業）及びその従事者に対する定期的な実態

調査の実施が義務付けられた。長官は芸能事務所等に必要な資料を要求することがで

き、特別な事情のない限り、芸能事務所等は当該要求に応じなければならない。  
(4) 未成年の芸能活動（第 22 条～第 24 条） 
 未成年の芸能活動は 1 週間当たり原則として 40 時間以内（15 歳未満は 35 時間以内）

に制限され、午後 10 時から午前 6 時までは活動させることができない。ただし、親権

者の同意がある場合等は例外が認められる。また、長官は、未成年の芸能人に著しく

不利な契約を締結する芸能事務所等に対し、当該契約の是正を命ずることができる。  
(5) 芸能事務所に対する登録制の導入（第 26 条）及び登録取消し等（第 33 条） 
 従来、規制がなかった芸能事務所の設立について、登録制が導入された。芸能事務

所を設立しようとする者は、①業界での 4 年以上の職歴及び②独立した事務所を有し

ていなければならない。長官は、虚偽の又は不正な方法による登録の取消し、第 16 条

等に違反した者に対する 6 か月以下の営業停止命令等を行うことができる。  
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